
環境建設委員会資料 

平成 23 年 10 月 5 日 

環境清掃部 環境対策課 

 

 

「紀尾井町南地区開発事業」に係る環境影響評価書案について 

 

 

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

   名 称：株式会社西武プロパティーズ 

   代表者：代表取締役社長 田島 幸夫 

   所在地：東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号 

 

２ 対象事業の名称及び種類 

   名 称：紀尾井町南地区開発事業 

   種 類：高層建築物の新築 

 

３ 対象事業の内容の概要 

   本事業は、計画敷地約 30,300 ㎡内にオフィス・ホテル棟、住宅棟及び駐車場等を建設

するものである。 

対象事業の内容の概略は表１、計画地の位置・計画地周辺の現況・配置計画・断面図

は、図１～４に示すとおりである。 

 

表 1 対象事業の内容の概要 

項  目 内   容 

計  画  地 東京都千代田区紀尾井町１番地の一部 

用 途 地 域 

地 域 地 区 等 

第二種住居地域、準防火地域、第二種風致地区、 

第一種文教地区、紀尾井町地区地区計画Ｄ地区 

計画敷地面積 約 30,300 ㎡ 

延 床 面 積 約 227,000 ㎡ 

建 築 面 積 約 11,600 ㎡ 

最 高 高 さ 約 180m 

主 要 用 途 オフィス、ホテル、住宅(最大約 200 戸)、店舗、駐車場等 

駐 車 台 数 約 560 台 

工事予定期間 平成 24 年度～平成 27 年度 

供用開始予定 平成 28 年度 

 

 

 

 

 

 

 



４ 環境影響評価書案の概要 

   環境影響要因と環境影響評価の項目との関連を表２、環境影響評価の項目として選定

した項目及びその理由を表３(1)～(2)、選定しなかった項目及びその理由を表４に示す。 

対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域は、図５に示す計画地から

800mまでの範囲（景観の現地調査の近景域）であり、四谷一丁目の一部がこれに含まれ

る。 

 

５ 環境影響評価書案の縦覧・閲覧 

縦覧・閲覧期間：平成 23 年 9 月 26 日(月)～10 月 25 日(火)（閉庁・閉館日を除く） 

        午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（図書館は開館時間中） 

   縦覧場所：環境清掃部環境対策課、東京都環境局都市地球環境部環境都市づくり課 他 

   閲覧場所：各特別出張所及び中央図書館 

 

６ 都民からの意見書の提出 

   環境影響評価書案に対する環境保全の見地からの都民の意見の提出を受ける。 

   提出期間：平成 23 年 9 月 26 日(月)～11 月 9 日(水) 

   提 出 先：東京都環境局都市地球環境部環境都市づくり課 

 

７ 住民説明会 

   開催日時 10 月 2 日(日)、10 月 3 日(月) いずれも午後 6 時 30 分～8 時 30 分 

   開催場所 スクワール麹町（千代田区麹町 6－6） 

 

８ 環境影響評価書案に対する区長意見の提出 

環境影響評価調査計画書に対する環境保全の見地からの区長の意見を 11 月 9 日(水)ま

でに東京都知事に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９ 環境影響調査計画書に対する新宿区長意見及びこれに対する対応状況 

調査計画書に対する区長意見 調査計画書の修正の経過 

１ 調査計画書全般について 

 (1) 本件高層建築物の新築にあたっては、周辺地域への 

環境影響を最小限に止め、周辺環境との調和を図り、環境 

影響評価項目として想定される事項について適切な評価・検 

討が行われるよう要望する。 

 (2) 工事中及び工事完了後も含め、当該事業に関する苦情 

や要望を受け付ける窓口を設置し、誠実かつ適切に対応される 

よう要望する。 

 

生物・生態系 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施工計画について 

本件施工計画において、既存建物における石綿の 

使用状況についての確認調査を実施し、使用が明らかになった 

場合には解体工事着手前に適正な処理・処分を行うとしている。 

本件既存建物は大規模な高層建築物であり、万一、 

これらの除去作業や解体工事の際に飛散事故が生 

じると汚染被害が広域に及ぶ恐れがあるので、石綿 

の飛散防止の徹底を図るとともに大気中の石綿濃度 

の測定結果を公表されるよう要望する。 

 

 

 

 

 

評価書案 27ページで調査実施

の報告。適正に処理する。 

P.287含有確認。 

今後に目視等調査を行い、ア

スベストの種類、タイプなど

を特定。工事前に明らかに。 

→具体的な処置方法。屋外に

おける飛散等の防止について

言及なし。 

 

 

 

 

 



３ 環境影響評価項目について 

景観について 

計画地は、新宿区の外濠周辺地区から連続する東京都 

風致地区条例の弁慶橋風致地区（第二種風致地区）内 

に位置している。 

計画地周辺は既に高層建築物が存在する地区ではある 

が、計画地は史跡である外濠(弁慶濠)に隣接し、四谷見 

附橋から迎賓館にかけての外堀通りは、歴史的な趣があ 

るみどり豊かな並木を形成している。 

本件計画に当たっては、建物の形態、意匠及び色彩が、こ 

れらの周辺区域における景観と調和するよう十分に配慮さ 

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図１ 計画地位置図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図２ 計画地周辺現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図３ 配置計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図４ 断面図（東西方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図５ 環境に影響を及ぼすおそれのある範囲 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表２ 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表３(1) 選定した項目及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表３(2) 選定した項目及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表４ 選定しなかった項目及びその理由 

 

 

 


